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日向市では、令和４年台風第14号の影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、
宮崎県中小企業融資制度「経営支援・災害対策貸付」または「セーフティネット・危機
関連貸付」を利用した方へ最大36回の利子補給を行います。
　対　象　者

初回償還月（措置期間を含む）から36回以内　利子補給対象期間

　①　宮崎県中小企業融資制度「経営支援・災害対策貸付」または「セーフティネット・危機
       関連貸付」の融資を受けたもの
　②　【法人の場合】市内に本社があること　　 【個人の場合】市内に住所があること
　③　市税等の滞納がないこと
　④　日向市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員関係者に該当しないこと

　利子補給補助率 10/10(1月～12月までに支払った額の全額を各年度ごとに補助)

　利子補給申請の流れ

１．【利子補給の承認申請】　※初回のみ手続が必要

２．【利子補給の補助申請】　※各年度(令和４～7年度)申請が必要

①②：手続は各金融機関へお問い合わせください
③：日向市から対象者の方へ申請書類を郵送します
④：申請に必要な書類
　　  ● ( 様 式 ) 災害対策貸付等利子補給承認申請書
　　　● ( 様 式 ) 誓約書兼同意書
　　　● 金融機関が発行する返済予定表の写し
　　　● 宮崎県信用保証協会が発行する保証決定の写し
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①：1月に日向市から対象者の方へ申請書類を郵送します
②：申請に必要な書類
　　  ● ( 様 式 ) 利子補給金交付申請書兼実績報告書
　　　● ( 様 式 ) 市税等納付状況確認同意書
　　　● ( 様 式 ) 利子補給金請求書
　　　● 金融機関が発行する支払証明書の写し
　　　　　( または1月から12月までに支払った利子の金額を証するもの )
　　　● 振込口座が確認できる通帳等の写し

以下の 「１.承認申請」 と 「２.補助申請」が必要です。


